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法律名

第９条 第３項 ア

第９条 第4項 ア

第９条 第6項 ア

第９条 第7項 ア

第９条 第8項 ア

第９条 第11項 ×

第１０条 ×

第１２条 ×

第36条 第1項 ⅳ ｃ

第45条 第1項 ⅳ ｃ

第45条 第4項 ⅳ ｃ

第52条 第1項 ⅳ ｃ

第52条の2 第1項 ⅳ ｃ

第53条 第1項 ⅳ ｃ

第54条 第2項 ⅳ ｃ

第54条の2 第1項 ⅳ ｃ

第54条の2 第2項 ⅳ ｃ

第54条の2 第9項 ⅳ ｃ

第54条の3 第1項 ⅳ ｃ

第54条の3 第4項 ⅳ ｃ

第54条の4 第1項 ⅳ ｃ

第56条 第2項 ⅳ ｃ

第57条 ⅳ ｃ

第57条の2 第1項 ⅳ ｃ

第57条の3 ⅳ ｃ

第58条 第1項 ウ

第59条 ⅳ ｃ

第60条 ⅳ ｃ

第63条の2 第1項 ⅳ ｃ

第64条 第1項 ⅰ

第64条 第2項 ⅰ

第６８条の２ 第３項 ×

第７２条の３ 第１項 ⅳ ｃ

第７２条の４ 第１項 ⅳ ｃ

第７２条の４ 第2項 ⅳ ｃ
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第76条 第1項 ⅳ ｃ

第76条 第2項 ⅳ ｃ

第７６条の２ ⅳ ｃ

第７６条の３ 第１項 ⅳ ｃ

第７６条の３ 第２項 ⅳ ｃ

第７６条の４ 介護保険法の準用

第７９条の２ ⅳ ｃ

第８０条 第３項 ⅳ ｃ

第８６条 準用規定

第１０６条 第２項 ア

第１１５条 準用規定

第１１８条 適用規定

第１２７条 第４項 地方自治法の準用




